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1. 出席確認 

 

2. 学生課からのお知らせについて 

● 課外活動団体更新届の提出について 

今年度、課外活動を継続する団体は課外活動更新届を提出して下さい。 

【注意事項】 

・提出期限：2026 年 5 月 25 日(月)17 時まで 

 ※期限までに提出の無い団体は、課外活動団体から外されますのでご注意ください。 

・部員数：10 名以上 

・顧問教員：講師以上の先生に依頼（講師・准教授・教授） 

・課外活動共用施設・体育施設・クラブハウス→長期使用願の提出 

・部室・倉庫等の鍵の確認（課外活動団体更新届提出時）、学生課から鍵の貸出を受けてい

る団体は、鍵を持参してください。 

・前年度活動状況書に 2025 年度の活動実績等を記入して下さい。 

・連盟等に加入している団体は学外団体加入状況書に記入をしてください。団体規約等が

ある場合は、その写しも提出してください。 
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・加入者名簿について、2026 年度より紙様式からフォーム回答に変更しました。 

 【手順】 

① 部員希望者に上記 Google form の回答を依頼。 

〈回答用 URL を部長 ▷ 部員希望者へ送付〉→〈回答を集める〉 

※回答は大学アカウントから各団体 1 人につき 1 回に限り。（回答の編集は可能） 

※設定は変えないでください。不具合がある場合はご一報ください。 

② 集めた回答をスプレッドシートに変換 

③ 集まった回答に漏れ・誤りがあれば、回答者に再度回答を依頼し修正。 

④ 漏れ・誤りがないことを確認し、加入者名簿の最終版が完成したら学生係へメー

ル連絡。 

⑤ メール連絡受け取り次第、Google form における部長の編集権限および回答の公開

も一時締め切ります。また新たに部員が入るときにはご連絡ください。 

※〆切：5 月 22 日(金)17:00 まで連絡がない場合もこの日時で締め切ります。 

※虚偽の報告(名義貸し)等があった場合、団体活動停止や総部会等の各種予算の返還 

       ・長期使用願について 

         使用日時は 2026 年 4 月 1 日(水) 8:30～2027 年 3 月 31 日(水) 22:00 と記入。 

 

● 各種引継ぎについて 

新入生の入部に伴い、再度課外活動に係るルールの引継ぎをお願いします。 

① 施設・鍵の予約 

講義室や各施設の予約・使用方法・鍵の借り方等 

② 課外活動団体活動届 

学内外の課外活動（大会、練習試合、合宿、その他行事）を行う場合は、一週間前ま

でに提出が必要です。 

※事前に提出が無く事故等が発生した場合、学研災の保険適用ができない場合があり

ます。 

③ 時間外・休日の鍵の貸し出しについて。 

時間外・休日に講義室を使用する場合は、必ず以下の手順で予約を行ってください。 

１. 事前に学生課学生係にて講義室予約手続き（施設・物品使用届）を提出 

２. 利用当日（休日使用の場合は使用日直前の平日）8:30～1645 の間に学生課 5 番
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窓口にて「鍵貸出台帳」に赤ペンで記入。 

※１のみで２の手順を踏んでいない場合、鍵の貸し出しはできません。 

 

● 夜間・休日用鍵貸出台帳の記入について 

講義室を利用する場合：付帯設備は以下の名称を「鍵」の欄へ記入してください。 

・マイク、プロジェクタ、鍵、ケーブル 

※2025 年度から HDMI ケーブル不要(常設)の講義室が増えました。 

常設の講義室：A1 棟・A2 棟・A-101～108 

 

● 暗証番号の変更について 

テンキーを利用している団体は誓約書の手続きをしてください。 

暗証番号は少なくとも 1 年に 1 回は必ず変更しください。 

変更後は学生係へ報告が必要です。 

誓約書の様式は学生係へ依頼してください。 

手続き：誓約書へ変更前と変更後の暗証番号を記入 

 

● 電気設備年次点検の停電について 

5 月 16 日(土)、17 日(日)に学内停電を行います。停電している建物は断水します。 

対象の建物は議事録末尾に記載。 

 

● エアコンフィルター清掃の実施 

空調機を設置してある全ての部屋が対象です。9:00～17:00 の間でフィルターの取り外し・

取り付けのため、それぞれ 10 分程度入室します。予定表は議事録末尾に記載。 

● GW 期間中の駐車場使用について 
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本学の駐車場を豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）利用者の駐車場として使用しま

す。 

期間：5/2(土)～5/5(火・祝日) 

時間：10:00～18:00 

場所：東駐車場、東第二駐車場、南駐車場 

※期間中は北駐車場を使用してください。ご協力お願いします。 

 

● GW 期間中の講義室使用について 

GW 期間中はすべての講義室が原則貸し出しできません。 

期間：5/2(土)～5/6(水・祝日) 

場所：A 棟、A1 棟、A2 棟 

※期間中は、部室または課外活動施設を使用してください。ご協力お願いします。 

 

● 東国体の保険加入について 

・スポーツ安全保険 

 1 人当たり１年で 2,000 円。各団体で手続き 

 URL：http://www.sportsanzen.org/ 

 5/14(木)までに加入してください。 

 補償内容：団体での活動中、団体活動への往復中における、傷害、賠償責任、突然死葬

祭費用補償 

 ※団体員名簿をプリントアウトして提出してください 

 ※過去に，東国体競技中に大けがを負い，スポーツ安全保険に入っていたため保険金が

支払われた例があります。 

 ※東国体参加団体ではない団体も，文化活動も含めた幅広い課外活動について 1 年間補

償されますので，加入についてご検討ください。 

※他の保険に加入している場合は別途ご相談ください。 

 

● 東国体選手名簿について 

http://www.sportsanzen.org/
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東国体へ参加の団体は、第３回選手名簿を試合日の前々日まで（要注意）に学生係へ提出

してください。 

※競技によっては、運営に支障をきたすケースもありますので、第３回はやむを得ない場

合のみでお願いします。 

【提出方法】 

① 第２回選手名簿を訂正（追加は赤、削除は取り消し線で）学生課へ提出済みの名簿を

加筆してください。 

② 訂正した選手名簿を学生課にメールで提出 

 

● 課外活動団体活性化経費 

2026 年度も課外活動団体を応援するため、活性化経費の募集を行う予定です。申請をする

団体は準備（見積書・カタログ等）をお願いします。 

対  象：課外活動の活性化に必要な高額物品、消耗品、旅費（公共交通機関利用時）、講

師謝礼など 

提出期限：2026/6/19(金)17:00（予定） 

提 出 先：学生課学生係 

提出方法：紙ベースおよびデータ（USB またはメール） 

採否結果：７月上旬（予定） 

※不明な点、質問があれば事前に学生課までお問い合わせください。 

 

● その他 

① 陸上競技場夜間照明について 

大変長らくお待たせしました。陸上競技場照明の修理・交換が完了しました。 

利用時：使用日当日に学生課学生係の窓口で申請。カギとコインの貸出を受けて利用

ください。 

利用可能時間：平日の夜間 16 時から 21 時まで 

受付時間：使用当日の 17 時までです。 

※カギと未使用のコインは必ず証明制御盤の返却口へ返却ください。 

② 課外活動団体ポストについて 

 ポストがあふれている団体があります。定期的にチェックするようにしてください。 
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3. 会計からの諸連絡 

● ペナルティについて 

サークル支援金の予約申請および予算会議規則第７条に従い、以下の行為がなされた場合

ペナルティが課せられます。 

① 総部会執行部が主催する会議に出席しなかった場合 

② 倉庫点検で問題が発生した場合 

③ 総部会執行部が指定した提出物について、締め切りを過ぎて提出された場合 

ペナルティの詳細な割合等は規約を確認してください。 

※10 月ごろの引継ぎの際も、新代表に伝えるようにお願いします。 

 

4. 次期総部会役員の募集について 

● 役員立候補者が少ない問題について 

・総部会役員は 10 月の定例会で切り替わる 

・前回の総部会役員決定時は 10 月時点で 6 名の枠に対して、2 名しかいなかった。 

→2025 年 10 月の議事録参照 https://sea.tut.ac.jp/sobukai/minutes/2025/oct.pdf  

・今年度やそれ以降もこの傾向が続く可能性がある。 

● 規約改正(案) 

総部会役員、学生課で話し合った結果 

① 昨年度、一昨年度と同様に総部会の予算から喫食費用を支出する or その額を増額す

る。 

② 役員を出した団体の予算額を増額する。 

③ 人数が満たない場合は予算額が多い団体から役員を出すことを規約に明記する。 

④ 募集を各団体の代表者までであることを明文化する。 

以下、以上の 4 点についてそれぞれについて詳細に示す。 

● 昨年度、一昨年度と同様に総部会の予算から喫食費用を支出する 

https://sea.tut.ac.jp/sobukai/minutes/2025/oct.pdf
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・昨年度は一人 6,000 円を上限に喫食費用を支出した。 

・令和 7 年度 10 月定例会議事録より抜粋 

 

・メリット：規約の改正が必要ない 

・デメリット：毎年決議が必要で不安定である。 

● 役員を出した団体の予算を増額する。 

・役員を出した団体に中間決算/期末決算で渡す予算の額を増額する。 

・複数の団体に所属している人の場合はそのうち名目上の所属団体の予算を増額する。 

※右下の名簿横に書かれている団体 

      ・１つの団体から出せる役員は 1 人のみとする。 

 

 

● 人数が満たない場合は予算額が多い団体から役員を選出するこ

とを規約に明記する。 

・まずは、例年通り立候補者を募る。 

・人数が足りない場合は予算額が多い団体から役員を出すようにする。 

・1 つの団体から出せる役員は 1 名のみとする。（先述の予算増額に関わって） 

 

● 募集を各団体の代表までということを明文化する。 

・総部会規約には他の学生組織の役員を兼任しないことを原則とするという文言がある。 
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・ここでの学生組織は学友会、クラス代表者会議などを指しているが課外活動団体が含ま

るのか曖昧な書き方をしている。 

・これを改正して各団体の代表者でも立候補可能として間口を広げる。 

 

● ここまで挙げた案について意見を募集 

その意見を踏まえて検討し来月の定例会で報告、場合によっては規約改定の決議をする。 

期限：5/7(木) 

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRNLg5PhthbJjCvnPFrEwt-

2zE3bySejWPhZzjPTLpdw8rg/viewform?usp=header  

正式な決議ではありませんが、現時点での賛否は回答してください。 

 

5. Giving Campaign について 

Giving Campaign について、基金室からお知らせ・PR があった。 

 

6. 次回定例会について 

日程：5/20(水) 18:10～ 

場所：A-101 

以上にて執り行います。 

 

以上 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRNLg5PhthbJjCvnPFrEwt-2zE3bySejWPhZzjPTLpdw8rg/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRNLg5PhthbJjCvnPFrEwt-2zE3bySejWPhZzjPTLpdw8rg/viewform?usp=header

